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レ
タ
ー
パ
ッ
ク
販
売
手
当
支
給
を
求
め
る
窓
口

「
行
徳
支
店
時
代
と
同
じ
や
り
方
で
販
売
し
た

レ
タ
ー
パ
ッ
ク
の
手
当
が
浦
安
に
来
て
か
ら
つ
か

な
い
」
「
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
プ
ラ
ス
を
１
日

枚
弱

600

販
売
し
て
本
来
な
ら
９
千
円
程
度
つ
く
は
ず
が
、

月
で

円
し
か
つ
か
な
い
」
な
ど
と
い
っ
た
相

150

談
が
組
合
に
寄
せ
ら
れ
、
郵
政
産
業
ユ
ニ
オ
ン
は

５
月

日
に
確
認
と
職
場
窓
口
開
催
の
申
し
入

30

れ
ま
し
た
。

６
月
５
日
の
第
１
回
目
の
窓
口
で
浦
安
局
側
は

「
調
査
中･

支
社
に
確
認
中
」
を
主
た
る
回
答(

浦

安
支
部
ニ
ュ
ー
ス

号
に
掲
載)

と
し
ま
し
た
。
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こ
の
調
査･

確
認
の
部
分
に
つ
い
て
８
月

日
20

(

時
～

時

分)

に
第
２
回
目
の
窓
口
を
行
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13

20

い
ま
し
た
の
で
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。

①会社が認めた販売手当の不払い期間
一集(浦安) ⇒２０１０年４月から２０１３年６月まで
二集･三集(行徳)⇒２０１２年９月から２０１３年６月まで

②精算期間と精算日
２０１２年７月から２０１３年６月の１年間

⇒８月２３日の給与で精算済
２０１０年４月から２０１２年６月の２年２ヶ月間

⇒９月２４日の給与で精算

販売手当不払い３年２ヶ月間分を精算支給
①不払い期間 ②精算期間

精
算
は

年
４
月
か
ら
遡
っ
て
精
算

22

局
側
は
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
販
売
時
に
提
出
す
る
用

紙(

携
行
販
売
交
付
調
書)

の
「
新
規･

継
続
」
の
欄

で
、
「
新
規
」
に
○
を
付
け
て
い
た
社
員
に
支
給
し

て
い
た
こ
れ
ま
で
の
手
当
の
支
給
方
法
の
誤
り
に

つ
い
て
認
め
ま
し
た
。

本
来
の
支
給
基
準
に
つ
い
て
「
組
合
の
言
う
よ

う
に
売
っ
た
も
の
に
対
し
て
手
当
を
支
払
う(

プ
ラ

ス

円･

ラ
イ
ト

円)

こ
と
に
間
違
い
は
無
い
」
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10

と
し
た
上
で
、
「
『
店
外
切
手
類
等
授
受
簿
』
を
元

に
遡
っ
て
の
精
算
が
出
来
る
」
。
「
平
成

年
４
月

22

か
ら
手
当
の
支
給
が
変
わ
っ
て
い
る
」
と
し
て
、

今
年
６
月
か
ら
平
成

年
４
月
ま
で
を
８
月
分(

１

22

年
間)

と
９
月
分
給
与
で
全
て
精
算(

追
給)

す
る
予

定
と
し
ま
し
た
。

2013.7からは正しく支給

８月の給与
で精算済

[2012.7～
2013.6]

９月の給与
で精算

[2010.4～
2012.6]

手当の一部が
不払いとなっ
ていた期間
[2010.4～
2013.6]

誤支給は発覚から５年を限度に遡る

局側は｢2010.4より手当の支
給基準が変わった｣としたが、
それ以前の規程は再度確認中

[2008.7～2010.3]



(２）郵政産業労働者ユニオン浦安支部ニュースは毎月１・１５日に発行します 第１８号

組
合
は
、
「
平
成

年
３
月
以
前
の
規
程

22

で
は
エ
ク
ス
パ
ッ
ク
の
販
売
手
当
を
支
払

わ
な
く
て
良
い
の
か
。
規
程
に
つ
い
て
明

ら
か
に
せ
よ
」
と
要
求
。
局
側
は
「
再
度

支
社
に
確
認
す
る
」
と
回
答
。

精
算
の
対
象
人
数
に
つ
い
て
は
局
側
は

「
個
人
情
報
に
関
わ
る
の
で
言
え
な
い
。
」

と
し
、
他
の
手
当
に
つ
い
て
も
正
当
に
支

給
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
「
他
の
手

当
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
い
る
。
い
ま
の

と
こ
ろ
は
問
題
な
し
。
」
と
回
答
し
ま
し
た
。

精算されていますか？ レターパック販売手当の精算は正
社員は「郵便営業手当」、ゆうメイトは「特殊勤務手当(給与所
得)」の「精算」の欄でされています。 ２０１２年７月分から１年分は
８月２３日の給与で精算済ですが、２万円弱精算された社員もい
る一方、「つかなければならない分が未だに精算されていない」と
いう社員もあり、組合でも対応しています。確認をお願いします。

Ｈ19(2007)からの再賃の推移
(下線は千葉県の金額)

2013最低賃金答申
今
年
は
時
給

円
上
が
り
ま
す
！

20

今
年
も
最
低
賃
金
の
答
申
額
が
１
都
３
県

で
出
揃
い
ま
し
た
。
千
葉
県
は

円
引
き
上

21

げ
の
時
給

円
で
、

年
ぶ
り
の

円
超
引

777

21

20

上
げ
、
３
年
ぶ
り
の
二
桁
引
上
げ
。

東
京
都
は

円
引
き
上
げ
の
時
給

円
と

19

869

な
り
、
千
葉
県
と
の
再
賃
格
差
は

円
差
か

94

ら

円
差
と
な
り
２
円
縮
ま
り
ま
し
た
。

92郵
政
に
お
い
て
再
賃
引
上
げ
は
賃
上
げ
に

繋
が
り
ま
す
。

年

月
以
降
採
用
の
ゆ
う

09

10

メ
イ
ト
の
基
本
給
下
限
額
は
、
地
域
別
再
賃

額(

円
未
満
端
数
切
上
げ)

＋
加
算

円
＋

10

20

外
務
は
Ａ
地
域

円･

Ｂ
地
域

円
加
算
と
な

130

80

っ
て
お
り
、
答
申
通
り
に
発
効(

月
中
旬
の

10

見
込
み)

さ
れ
れ
ば
、
こ
の
額
は
浦
安
局
内
務

で

円
か
ら

円
、
外
務
で

円
か
ら

円

780

800

910

930

と

円
の
実
質
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
と
な
り
ま
す
。
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最低賃金1000円以上 全国一律再賃制度確立を

ゆうメイト交流会Ⅱ

９月２９日(日)午後１：３０～
場所・和泉橋区民館

(秋葉原昭和通口徒歩２分)

ＮＰＯ法人
郵政非正規センターゆい首都圏
ＨＰ：http://www.usay-npo.org/
連絡先：千代田区外神田6-15-14
外神田ストーク502郵政共同センター内
tel:03-3837-5791
mail:usay-cut@nifty.com

同じ区分作業でも東京･神奈川と千葉では90円の格差がある。


